
- 1 -

 地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領

 

 １　添付書類の作成

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号。以下「法」という ）第１９条第１。

項の規定による認証の請求又は同条第３項の規定による認証の承認申請に当たっ

ては、認証請求書又は承認申請書（以下「認証請求書等」という ）のほか、地。

籍測量の手法に応じて次の（1）から（3）までに掲げる添付書類を作成するもの

 とする。

また、認証請求書等の「添付書類」の項目には、地籍測量の手法に応じて次の

（1）から（3）までに掲げる添付書類の名称を記載するものとし、これ以外の資

料を添付する場合は、認証請求書等に「その他参考資料」として項目を追記する

 ものとする。

                 
 (1) 地籍測量が地上法による場合                              

 ア　地籍調査工程検査成績表　                             
 イ　地目別筆数面積変動表等調書 　　　　　　　　　　　     
 ウ　不存在地等調書                                       
 エ　不協力地調書                                         
 オ　所在不明所有者等調書                                 

 カ　協議実施結果報告書

 キ　地籍図根三角点網図 　　　　                           
 ク　地籍図根三角測量精度管理表                           
 ケ　地籍図根多角点網図                                   
 コ　地籍図根多角測量精度管理表                           
 サ　地籍図一覧図 　                                       
 シ　認証請求区域図又は承認申請区域図                     

 ス　認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書     
 (2) 地籍測量が航測法による場合                              

 ア　地籍調査工程検査成績表　                             
 イ　地目別筆数面積変動表等調書 　　　　　　　　　　　     
 ウ　不存在地等調書                                       
 エ　不協力地調書                                         
 オ　所在不明所有者等調書                                 

 カ　協議実施結果報告書

 キ　地籍図根三角点網図

 ク　地籍図根三角測量精度管理表
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 ケ　空中写真標定図又は航空レーザ測量コース図                     
 コ　標定点配置図又は調整用基準点配置図                               

 サ　標定点測量精度管理表又は調整用基準点測量精度管理表

 シ　航測図根点配置図                                     
 ス　空中写真測量精度管理表又は航空レーザ測量精度管理表

 セ　補備測量の細部図根点網図                           
 ソ　補備測量の細部図根測量精度管理表                   

 タ　地籍図一覧図                                             
 チ　認証請求区域図又は承認申請区域図                       

 ツ　認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書       
 (3) 地籍測量が併用法による場合

 ア　地籍調査工程検査成績表　

 イ　地目別筆数面積変動表等調書 　　　　　　　　　　　     
 ウ　不存在地等調書                                       
 エ　不協力地調書                                         
 オ　所在不明所有者等調書                                 

 カ　協議実施結果報告書

 キ　空中写真標定図又は航空レーザ測量コース図

 ク　標定点配置図又は調整用基準点配置図                            
 ケ　標定点測量精度管理表又は調整用基準点測量精度管理表

 コ　航測図根点配置図                                     
 サ　空中写真測量精度管理表又は航空レーザ測量精度管理表

 シ　補備測量の細部図根点網図                           
 ス　補備測量の細部図根測量精度管理表                   

 セ　地籍図根三角点網図 　　　　                           
 ソ　地籍図根三角測量精度管理表                           
 タ　地籍図根多角点網図                                   

 チ　地籍図根多角測量精度管理表

 ツ　地籍図一覧図                                             
 テ　認証請求区域図又は承認申請区域図                       

 ト　認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書       
 ２　添付資料の作成要領                                         

 　　各添付資料の作成については 次に掲げる様式及び記載要領によるものとする、 。

また、用紙の大きさは、原則として日本産業規格Ａ４(以下「Ａ４サイズ」と

いう。)とする。ただし、地籍図一覧図等の図面の大きさについては、管理に適

 した大きさで作成することができる。
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 (1) 地籍調査工程検査成績表                                   

地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成１４年３月１４日付け国土国第５９１号

 国土交通省土地・水資源局長通知 に基づき作成する地籍調査工程検査成績表とする） 。

 (2) 地目別筆数面積変動表等調書

 地目別筆数面積変動等調書は、別記様式第１号により作成するものとする。

 (3) 不存在地等調書

 不存在地等調書は、別記様式第２号により作成するものとする。

 (4) 不協力地調書

 不協力地調書は、別記様式第３号により作成するものとする。

 (5) 所在不明所有者等調書

 所在不明所有者等調書は、別記様式第４号により作成するものとする。

 (6) 協議実施結果報告書

 協議実施結果報告書は、別記様式第５号により作成するものとする。

 (7) 地籍図根三角点網図、標定点配置図及び調整用基準点配置図

地籍図根三角点網図、標定点配置図及び調整用基準点配置図の記号等は、

 次のとおり着色するものとする。

 ・基本三角点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青

 ・四等三角点並びに既設の地籍図根三角点、標定点及び調整用基準点・緑

 ・新設の地籍図根三角点、標定点及び調整用基準点・・・・・・・・・赤

 ・路線の辺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤

 (8) 地籍図根多角点網図及び航測図根点配置図

地籍図根多角点網図及び航測図根点配置図の記号等は、次のとおり着色す

 るものとする。

 ・一次路線の辺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤

 ・二次路線の辺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青

 ・既設路線の辺及び既設の航測図根点・・・・・・・・・橙

 (9) 地籍図一覧図

地籍図一覧図における認証請求区域又は認証申請区域の外周の図郭線は、

 赤色に着色するものとする。

 

 (10)認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書

認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書は、別記様式第６

 号により作成するものとする。

 (11)認証請求区域図又は承認申請区域図

認証請求区域図又は承認申請区域図は、国土地理院発行の地形図又はこれに

準ずる地形図を使用し、次の事項を記載して作成するものとする。ただし、市
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町村全域を表示した地形図では区域の概況の判別が困難な場合は、区域の概況

 の判別が可能となる明細図（縮尺任意）を併せて添付するものとする。

 ・申請市町村の境界線

 ・・・・・青色又は黒色で着色する。

 ・認証請求又は承認申請の区域

 ・・・・・赤色の線で描く。

 ・申請市町村内の認証済の区域

 ・・・・・緑色の線で描く。

・認証請求又は承認申請に係る地籍図根測量の区域が一筆地調査の区域を

大きく越える場合における、当該地籍図根測量の区域から当該一筆地調査

 の区域を除いた区域

 ・・・・・黄色の線で描き、注記をつける。

 ・市町村内区画線

 ・・・・・１／５，０００図郭線を書き、座標値を記載する。

 ・地籍図根測量等に使用した基準点の位置

・・・・・緑色の△の記号で図示する（記号の寸法は３㎜程度とす

 る 。。）
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 　（別記記載例）

 　認証請求区域図又は承認申請区域図

 三 本 松

    
        0      0      0　 　 　

     0      0      0　 　 　

      .      .      .　 　 　

  
     0      0      0　 　 　

     0       0      0　 　

                                        + + + 今回認証申請地域
     +000.00
     A B
   △ 赤色 同時期に認証申請する他の地域

  △ 認証済区域
        

    
+000.00

C D                             △ 赤色

    △
   

+000.00
E F G H J K 　　青色

又は黒色
  緑色     

L M N P Q R  
+000.00

  

S T U V W Z   

（ ）      三本松市

     A' B' C' D' E' F' 

      

                      　　　

緑色                                                            
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 (様式第１号)

 地目別筆数面積変動表等調書

 

○地目別筆数面積変動表

地籍調査前 地籍調査後 摘要 

      
地 目

筆数 面積 備考 筆数 面積 備考

(ha) (ha)

           田 ． ．

           畑 ． ．

           宅 地 ． ．

           塩 田 ． ．

           鉱 泉 地 ． ．

           池 沼 ． ．

           山 林 ． ．

           牧 場 ． ．

           原 野 ． ．

           墓 地 ． ．

           境 内 地 ． ．

           運 河用地 ． ．

           水 道用地 ． ．

           用 悪水路 ． ．

           溜 池 ． ．

           堤 ． ．

           井 溝 ． ．

           保 安 林 ． ．

           公衆用道路 ． ．

           公 園 ． ．

           雑 種 地 ． ．

           学 校用地 ． ．

           鉄 道用地 ． ．

           ． ．

           ． ．

長 狭 物

筆界未定地

           合 計 ． ．

　　筆界未定総件数及び総筆数 件 筆                             
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地 区 名 　　県　　郡　　町 
単位区域名

 

○誤り等申出件数・筆数

   処 理 概 要

訂 正 不 訂 正 筆界未定 摘 要
申 出 事 項 申出件数・筆数

    件 件 件

   所 在                           
筆 筆 筆

    件 件 件

  地 番                        
筆 筆 筆      

    件 件 件

  地 目                             
筆 筆 筆

     件 件 件 件

   筆 界                              
筆 筆 筆 筆

    件 件 件

  地 積                           
筆 筆 筆

    件 件 件

  住 所 ・ 所 在                       
筆 筆 筆

    件 件 件

  氏 名 ・ 名 称                          
筆 筆 筆

    件 件 件

  そ の 他                       
筆 筆 筆

    件 件 件

  合 計                              
筆 筆 筆
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 （記載要領）

 １　地目別筆数面積変動表

認証請求又は承認申請に含まれる土地の地目別の筆数及び面積を記載す

 る。

(1) 「地目」欄は、様式に示す順序に従って地目を記載し、該当がない地

目であっても削除しない（該当がない地目の「筆数」欄は空白とし、０

 を記載する必要はない 。。）

地籍調査前の地目区分については、登記簿に記載された地目による。

この場合において、登記簿に記載された地目が、不動産登記規則（平成

１７年法務省令第１８号）第９９条に定める区分に該当しない地目であ

 る場合は 「鉄道用地」欄の下に記載するものとする。、

地籍調査後の地目区分については 「地目調査要領 （昭和４２年２月、 」

 １８日付け経企土第７号経済企画庁総合開発局長通達）の区分による。

(2) 地籍調査前の「筆数」欄及び「面積（㏊ 」欄は、登記されている土）

地を基準として記載すれば足り、登記されていない長狭物及び白地（地

番が付されない土地）等について、図面上で面積計算を行って記載する

 必要はない。

(3) 面積はhaを単位とし、小数点以下第２位まで（小数点以下第３位切り

） 。 、 ． 、捨て を記載する この場合において 面積が０ ０１ha未満の場合は

「備考」欄に小数点以下第３位切り捨て前の面積を記載し 「合計」欄、

 には計上しない。

(4) 土地改良事業等の確定測量を兼ねて地籍調査を実施した場合には、調

 査前の筆数及び面積欄の記載は要しない。

なお、申請区域の一部が上記の取扱いによって処理される場合には、

 摘要欄にその旨を補足説明する。

(5) 地籍調査後の「長狭物」欄の記載は、地籍調査作業規程準則運用基準

（平成１４年３月１４日付け国土国第５９０号国土交通省土地・水資源

局長通知。以下「運用基準」という ）第１４条によるものとする。な。

 お、備考欄に長狭物の内訳別面積を記載する。

(6) 認証の請求等を行う区域内に筆界未定として調査をしたものがある場

合は、筆界未定とした筆の集まりを一つの単位としたときの総件数及び

 総筆数を「筆界未定総件数及び総筆数」欄に記載する。

(7) 地目を同じくする筆界未定の筆数及び面積については、該当地目欄の

筆数及び面積に含める。地目を異にする場合には、筆数は各々の該当地

 目欄に含め、面積は一括して筆界未定地欄に記入する。

なお、長狭物との筆界未定地の面積の記入については、下図の例のと
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おり現況の長狭物との境界（下図の鎖線部分。一筆地の境界ではなく、

土地の利用現況を表した境界である ）により面積計算をし、それぞれ。

 長狭物欄及び筆界未定地欄に計上する。

 

 

「長狭物」欄に計 「筆界未定地」欄に

 上部分                                                計上部分

 

 

                          +  １６ 　 （ １９ 道 ）

                                                                     ２０

 

 

                      道
 

 

１７ 18-2  18-1                                           
 

(8) 土地の所有者が不明のため、白地として地籍図を作成した場合には、

地目の欄中 「筆界未定地」欄の次に「白地」の欄を設けて当該面積を、

 記入するとともに、その個数を備考欄に記入する。

 (9) 筆数、面積の変動が著しい場合は、摘要欄にその理由を記載する。

(10)筆界未定総件数及び総筆数欄は、申請区域において筆界未定とした件

 数及び筆数を記載する。　

なお、件数が多い場合には、その主な理由を適宜の箇所又は別紙に記

 載する。

 ２　誤り等申出件数・筆数

法第１７条に基づく閲覧の際、誤り等がある旨の申出のあった件数及び

 申出に関連する筆数を記載する。

(1) 「地区名」欄及び「単位区域名」欄は、法第１７条第１項の閲覧に関

 する公告の日を基準として記載する。

(2) 「申出件数・筆数」欄には、閲覧者からの申出件数及び筆数を記載す

る。なお、１件で複数の申出があった場合には、各申出事項毎に振り分

 けて記載する。      

(3) 「処理概要」欄には、申出件数及び筆数に対応した訂正又は不訂正の

件数及び筆数を記載する。なお、筆界未定欄には、筆界に関する誤り等

申出により、その処理を筆界未定とした件数及び筆数を訂正欄の内数と
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 して記載する。

(4) 申出がなかった場合は 「合計」欄に「０件０筆」と記載するか、適宜、

 の部分に「該当なし」と記載するものとする。

 (5) 「摘要」欄には、申出件数の多いものの主な理由等を記載する。
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 (様式第２号)

 

 不存在地等調書

調 査 地 域

１．不存在地 筆                                
２．現地確認不能地（長狭物敷地内） 筆                                
３．現地確認不能地（長狭物敷地外） 筆                                
４．滅失地 筆                                
５．新たに土地の表示を登記すべき土地 筆                                

 ６．地番変更（地番変更により所有者の住

所変更を伴う場合） 　 筆                              
７．国土調査法第３２条の２の代位登記 件 筆                              
 

 

 

 備 考
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 （記載要領）

本調書は、不存在地等があったものとして調査等を行った土地に関して、そ

 の筆数等を記載する。

１　「調査地域」欄は、法第１７条第１項の閲覧に関する公告の日を基準

 として記載する。

２　「１．不存在地」欄は、地籍調査作業規程準則（昭和３２年総理府令

第７１号。以下「準則」という ）第３５条第２項に基づき調査を行った。

 筆数を記載する。

３　「２．現地確認不能地（長狭物敷地内 」欄は、運用基準第１４条第３）

 項に基づき調査を行った筆数を記載する。

４　「３．現地確認不能地（長狭物敷地外 」欄は、準則第３５条第３項又）

 は第４項に基づき調査を行った筆数を記載する。

５　「４．滅失地」欄は、準則第３５条第１項に基づき調査を行った筆数

を記載する。ただし、一筆地の土地の全部が滅失した土地を計上すれば足

 り、一筆の土地の一部が滅失した土地を計上する必要はない。

６　「５．新たに土地の表示を登記すべき土地」欄は、準則第３４条に基

 づき調査を行った筆数を記載する。

「 ． （ ）」 、７　 ６ 地番変更 地番変更により所有者の住所変更を伴う場合 欄は

準則第３１条又は第３６条に基づき調査を行った場合であって かつ 地、 、「

籍調査において地番変更の処理をした場合における土地所有者の住所変更

等の取扱いについて （昭和５３年４月１３日付け国土国第１５２号国土」

庁土地局長通達）により所有者の住所変更を伴う調査を行った筆数を記載

 する。

８　「７．国土調査法第３２条の２の代位登記」欄は、法第３２条の２に

 基づき代位による登記を申請した件数及び筆数を記載する。

９　不存在地及び滅失地がある場合には、その原因（重複登記、海没等）

 及びその経緯を備考欄に記入する。

10　新たに土地の表示をすべき土地があった場合には、その土地が生じた

原因、民有地官有地の別及び確認した所有権を証する資料の種類を備考欄

 に記入する。
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 （地番変更により所有者の住所変更を伴う調査を行う場合の例）

                                                      
 

 

                                                      　　　字甲 字乙

       ・地籍調査後の土地の地番

       
１ １－２ １－３ ３ ３６

       ・地籍調査前の土地の地番 １番地ア １番地イ １番地ウ

       畑 宅 畑 畑 畑

       

      ・地籍調査後の所有者の住 ○○字甲 ○○字甲 ○○字甲 ○○字甲 ○○字甲

     所の表示 １番地１-２ １番地１-２ １番地１-２ １０番地 １番地１      

・地籍調査前の所有者の住 １番地イ １番地イ １番地イ 乙野花子 甲野太郎   

所の表示 甲野太郎 甲野太郎 甲野太郎

 

                                         　調査区域内 　　調査区域外

                    計上する土地（３筆）
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 （様式第３号）

 　　

 不協力地調書

 

 都道府県　

                                                             ○○市町村

                                                           （土地改良区）

 

 　　１．調査地域

 　　２．調査期間

 　　３．不協力地の総筆数　 筆                                          
 　　 全体に対する割合　％                                                （ ）

 【内数】

 準則第２３条の規定に基づく現地調査を行ったものの、不立会であった筆数

 筆

準則第２３条の２第１項第１号の規定に基づく図面等調査を行ったものの、

 不応答であった筆数

 筆

準則第２３条の２第１項第２号の規定に基づく図面等調査を行ったものの、

うち、準則第３０条第３項の規定により、同条第集会場等に不参集であった筆数

 １項の確認を得たものとして調査を行った筆数

 筆

 

                                     ４．不協力地の所有者の総数　　　 人

                                                     （ ）全体に対する割合　％

 【内数】

 準則第２３条の規定に基づく現地調査を行ったものの、不立会であった人数

 人

準則第２３条の２第１項第１号の規定に基づく図面等調査を行ったものの、

 不応答であった人数

 人

準則第２３条の２第１項第２号の規定に基づく図面等調査を行ったものの、

うち、準則第３０条第３項の規定により、同条第集会場等に不参集であった人数

 １項の確認を得たものとして調査を行った人数

人

                                         備　　　考
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 （記載要領）

本調書は、準則第２０条第１項の規定に基づき調査への立会いをすべき旨

を通知したものの不立会であった土地 又は同条第２項及び第３項の規定に基、

づき報告又は資料の提出をすべき旨を通知し、準則第２３条の２第１項各号

に規定する方法により調査を行おうとしたものの協力を得られなかった土地

 について記載を行うものとする。

１　「 調査地域」は、認証請求又は承認申請区域内に含まれる単位区域１．

 名を記載する。

２　「 調査期間」は、認証請求又は承認申請区域内における現地調査又２．

 は図面等調査を行った期間とする。

３　「 不協力地の総筆数」及び「４．不協力地の所有者の総数」は、登３．

 記記録上の筆数及び所有者を基準として計上する。

なお、準則第２３条の規定に基づく現地調査を行ったものの不立会で

あったもの、準則第２３条の２第１項第１号の規定に基づく図面等調査

を行ったものの不応答であったもの、及び同項第２号の規定に基づく図

面等調査を行ったものの集会所等に不参集であったものの筆数及び人数

また、準則第３０条第３項の規定により、同条第１項を内数として記載する。

 の確認を得たものとみなして調査を行った場合、その筆数及び人数を記載する。

４　備考欄は、不協力地ごとに、筆界確認又は筆界未定の別及びその筆数並

びに筆界確認の処理をしたものについてはどのような方法により筆界を

 確認したのか等を簡潔に記載する。

 ５　各欄の記載に当たっては、一筆地調査の調査完了日を基準とする。
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 （様式第４号）

 所在不明所有者等調書

                                                                                                             　都道府県

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○市町村

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土地改良区

 １．調査地域

 ２．調査期間

 ３．所在不明所有者等の総数

 ４．所在不明所有者等に係る土地の総筆数（調査前の総筆数に対する割合％）

５．所在不明所有者等一覧表［ 注）所有者とその他の利害関係人と別の表にまとめる ］（ 。

    氏 名 登記簿上の住所 関係する土地の 所在不明の理由 準則第30条 準則第30条

第 第 4項の適名　　　　　　称 所在及び地番 3項の適４ ５

用用

１

２

３

４

５
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 （記載要領）

本調書は、所在が明らかとならなかった所有者等の氏名又は名称、当該者

 の登記簿上の住所及び係する土地の所在及び地番等について記載する。

１　「１．調査地域」は、認証請求又は承認申請の区域に含まれる単位区域

 名を記載する。

 ２　「２．調査期間」は、法第７条による公示の際の調査期間を記載する。

３　「所在不明の理由」欄は、その者の現住所の調査のため行った方法を記

 載する。

４　「準則３０条第 ３項の適用」欄は、準則第３０条第 ３項を適用して４ ４

 調査を実施した場合に「○」を記載する。

５　「準則３０条第 ４項の適用」欄は、準則第３０条第 ４項を適用して５ ５

 調査を実施した場合に「○」を記載する。
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 (様式第５号)

 

 協議実施結果報告書

 　　　

 協 議実施結果報告書

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道府県　

                                                             　○○市町村

                                                            　 土地改良区（ ）

 

 　１．調査地域

 

 　２．協議日時及び場所

 

 　３．協議相手

 

 　４．結果及びその理由

 　　　　　　適　　　　・　　　　否

 　　（理由）

 

 

 

 　５．協議を行った土地の表示

 　　(1) 所在・地番

 

 　　(2) 地目・地積

 

 　　(3) 所有者の住所・氏名又は名称

 

 

 　６．添付資料

 

※現地復元性を有しない資料を基として協議を行った場合は、当該資料の名称だけで   
なく、準則第３０条第 ４項を適用して調査を行った理由を備考欄に詳細に記載しなけ 備 考 ５

ればならない。
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 （記載要領）

本調書は 「土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所、

在がいずれも明らかでない場合における筆界の調査要領 （令和３年１月２９」

日付け国不籍第４３５号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）

 に基づき協議を行った筆ごとに作成するものである。

１　調査地域は、認証請求又は承認申請の区域に含まれる単位区域名を記

 載する。

２　協議相手は、協議を実施した相手方の所属、役職名及び氏名等を記載

 する 〔例　△△法務局□□支局表示登記専門官　○○○○〕。

３　結果及びその理由は、協議の結果に従い「適」又は「否」を選択し、

 その理由を記載する。

４　添付資料については、筆界案のほか、協議の際に用いた資料の名称を

 記載する。
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 (様式第６号)

 

認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書

                      　　      

摘　要
番 地　区 都道府 市郡町 申請番号 単位区 区域の 調査 地籍図数 測量 筆数 面積 認証済 調査済 誤り等 調査前 調査前 筆界未 筆界未
                     

                   
号 コード 県　名 村　名 年 月 日 域　名 概　況 年度

精度 縮尺 方式 面　積 面　積 申出件数 筆　数 面　積 定件数 定筆数

(筆) ( ㎡)k(面) ( ㎡) ( ㎡) (件) (筆） ( ㎡) (件) (筆）k k k
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  （記載要領）

１　本表は、同時期に認証請求又は承認申請を行う全ての区域を一括して

 記載する。

 ２　番号欄は、空欄とする。

３　地区コード欄は 「国土調査事業事務取扱要領 （昭和４７年５月１日、 」

付け経企士第２８号経済企画総合開発局長通達）に基づき、事業計画明細

書に記載した地区コード（西暦４桁＋都道府県番号２桁＋市町村番号３桁

 ＋当該単位区域を示すために定めた番号２桁の計１１桁）を記載する。

４　事業主体が都道府県の場合には、市郡町村名欄に括弧書きでその旨を

 記載する〔例（県営）○○郡○○町 。〕      
５　申請番号及び年月日欄は、認証請求又は承認申請書の文書番号を記載

 する。

６　単位区域名欄は、認証請求又は承認申請区域内に含まれる単位区域の

名称を記載する。名称の数が多い場合には、代表的な単位区域名のみを記

 載し、以下単位区域名の数を記載する〔例　大字山田ほか５区域 。〕

７　区域の概況欄は、申請区域の傾斜区分と、市街地、村落、農用地、林

野、山林等の区分を記載する。ただし、傾斜区分の記載に当たっては、そ

れぞれ平坦地 平坦 緩傾斜地 緩傾 中傾斜地 中傾 急傾斜地 急（ ）、 （ ）、 （ ）、 （

 傾 、急峻地（急峻）と略語で記載するものとする〔例　緩傾・農用地 。） 〕

 なお、申請区域の平均傾斜度と傾斜区分については次のとおりとする。

 

 平均傾斜度　　　　　　　　　　　　　　傾斜区分

 ・０度以上３度未満…………………………平坦地

 ・３度以上９度未満…………………………緩傾斜地

 ・９度以上２０度未満………………………中傾斜地

 ・２０度以上３５度未満……………………急傾斜地

 ・３５度以上…………………………………急峻地

８　調査年度は、認証請求又は承認申請区域の地籍調査開始年度と終了年

 度を記載する。

９　精度、縮尺、地籍図数、筆数、面積及び認証済面積欄は、検査成績表

 より移記する。

10　調査済面積は、当該市町村等のＨ工程まで完了した面積を記載する。

 面積は、小数点以下第２位まで（小数点以下第３位切り捨て）とする

 11　測量方式欄は、地上法、航測法又は併用法の区別を記載する。

12　摘要欄は、当該認証請求又は承認申請に関して特記すべき事項があれ

ば、その内容を記載する 〔例　分割認証、他区域については年月日認証。
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 済（年月ごろ認証予定 〕　）

13　過去に地籍調査を行った区域において、再調査を行った場合は、その旨

 を「摘要」欄に記載する。

また、再調査が認証請求区域又は承認申請区域の一部である場合は、そ

の面積がわかるように記載する。


